
オーストラリアのサステナビリティ開示・保証の
規制動向（2024年10月）
オーストラリアでIFRS S1号およびIFRS S2号に整合したサステナビリティ報告基準が

最終化

2024年10月10日

オーストラリア会計基準審議会（AASB）は、任意適用のAASB S1号 「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般

的要求事項」と強制適用のAASB S2号 「気候関連開示」の最終基準を公表しました。大企業および金融機関は、2025年

1月1日以降に開始する年度からAASB S2号を適用することが義務付けられます。

AASBが2023年10月に公表していた公開草案（ED）では、IFRS S1号及びIFRS S2号の要求事項に以下の変更を加えること

が提案されていました。

◼ ［公開草案］AASB S1号は、 IFRS S1号の要求事項から、適用範囲を気候関連の開示情報に限定することを提案

◼ ［公開草案］AASB S2号は、 IFRS S2号の要求事項を、産業別情報に関する考慮事項と開示、温室効果ガス排

出量の測定、及びシナリオ分析に使用するシナリオについて変更することを提案

しかし、EDに対して、IFRS S2号の変更案に反対する声が多く聞かれました（オーストラリアの金融セクターのメンバー等）。これ

らは、IFRS S2号からの逸脱を正当化するオーストラリア特有の状況はほとんどないという観点からの意見でした。AASBはフィード

バックについて議論を重ね、2024年9月に、IFRS S2号の要求事項のすべてをAASB S2号に導入する旨に方針転換し、最終的

には以下に関してのみ修正を加えることにしました。

◼ IFRS S1号から気候関連財務情報の開示に関連する全般的要求事項を追加

◼ 連結ベースでの報告については法改正に基づくオプションとする

◼ 産業別開示を要求しない。したがって開示トピック（及び開示トピックに関連する産業別の指標）の参照と適用可

能性の考慮についても要求しない

◼ 非営利団体の一般目的財務諸表（GPFR）利用者のためのガイダンスを追加

さらに、AASBは、任意適用の基準として、IFRS S1号の要求事項を修正することなく全て導入したAASB S1号を発行することを

決定しました。この決定は、気候関連財務情報の開示にまずは取り組み、オーストラリアにおける他のサステナビリティ関連のリ

スクや機会についての報告に関する要求事項は後に検討するというオーストラリア政府の決定と一致していると考えられます。

したがって、企業は、気候以外のサステナビリティに関連するリスク及び機会に関する情報を開示する必要はありません。

詳細は、AASBのウェブサイトをご覧ください。

◼ AASB S1

◼ AASB S2

◼ AASB S1 Basis for conclusions

◼ AASB S2 Basis for conclusions

原文（英語）：Australia responds to stakeholder feedback and aligns sustainability reporting standards with IFRS S1 
and IFRS S2
※本資料はDeloitte & Touche LLPが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版については、有限
責任監査法人トーマツにお問い合わせください。日本語版と原文に相違がある場合には、原文の記事事項を優先します。

関連記事（日本語）：オーストラリアのサステナビリティ開示・保証の規制動向（2024年8月)
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IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください

http://www.bsigroup.com/clientDirectory

サステナビリティ開示・保証の最新規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめて

います。
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